
- 1 -

●容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号イに
規定する主務大臣が定める比率
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（ ）容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 平成七年法律第百十二号
第十一条第二項第二号イの規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等
に関する法律第十一条第二項第二号イに規定する主務大臣が定める比率を次のように定
め、平成九年四月一日から適用する。

（ ）容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 平成七年法律第百十二号
第十一条第二項第二号イに規定する主務大臣が定める比率は、次の表の左欄に掲げる特定
分別基準適合物に係る特定容器を用いて行う、又は当該特定容器の用いられる事業が属す
る同表の中欄に掲げる業種の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

特定分別基準適合物 業 種 比 率

容器包装に係る分別収集及び 規則別表第二の一の項の
１００分の５０.８４再商品化の促進等に関する法 右欄のイに掲げる業種

律施行規則 平成七年大蔵省 規則別表第二の一の項の（ 、 １００分の１９.２４
厚生省、農林水産省、通商産 右欄のロに掲げる業種
業省令第一号。以下「規則」 規則別表第二の一の項の

１００分の２５.２０
という ）第四条第一号に規 右欄のハに掲げる業種。
定する分別基準適合物 規則別表第二の一の項の １００分の１.１９

右欄のニに掲げる業種
規則別表第二の一の項の

１００分の２.８８
右欄のホに掲げる業種
規則別表第二の一の項の １００分の０.６５
右欄のヘに掲げる業種

規則第四条第二号に規定する 規則別表第二の二の項の
１００分の８.６２

分別規準適合物 右欄のイに掲げる業種
規則別表第二の二の項の １００分の３２.６８
右欄のロに掲げる業種
規則別表第二の二の項の

１００分の１２.２２
右欄のハに掲げる業種
規則別表第二の二の項の

１００分の４５.９０右欄のニに掲げる業種
規則別表第二の二の項の

１００分の０.１１
右欄のホに掲げる業種
規則別表第二の二の項の

１００分の０.４７
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右欄のヘに掲げる業種
規則第四条第三号に規定する 規則別表第二の三の項の １００分の６.７６
分別規準適合物 右欄のイに掲げる業種

規則別表第二の三の項の
１００分の１７.４１

右欄のロに掲げる業種
規則別表第二の三の項の

１００分の７２.６６右欄のハに掲げる業種
規則別表第二の三の項の

１００分の１.０６
右欄のニに掲げる業種
規則別表第二の三の項の

１００分の１.２７右欄のホに掲げる業種
規則別表第二の三の項の

１００分の０.８４
右欄のヘに掲げる業種

規則第四条第四号に規定する 規則別表第二の四の項の
１００分の３６.０５分別規準適合物 右欄のイに掲げる業種

規則別表第二の四の項の
１００分の３.０５

右欄のロに掲げる業種
規則別表第二の四の項の

１００分の２.５４右欄のハに掲げる業種
規則別表第二の四の項の １００分の５.５４
右欄のニに掲げる業種
規則別表第二の四の項の

１００分の３.７４右欄のホに掲げる業種
規則別表第二の四の項の １００分の３.８４
右欄のヘに掲げる業種
規則別表第二の四の項の

１００分の１４.０４右欄のトに掲げる業種
規則別表第二の四の項の １００分の３１.２０
右欄のチに掲げる業種

規則第四条第五号に規定する 規則別表第二の五の項の
１００分の３.５９分別規準適合物 右欄のイに掲げる業種

規則別表第二の五の項の １００分の９２.４８
右欄のロに掲げる業種
規則別表第二の五の項の

１００分の３.９３右欄のハに掲げる業種
規則第四条第六号に規定する 規則別表第二の六の項の １００分の４６.００
分別規準適合物 右欄のイに掲げる業種

規則別表第二の六の項の
１００分の３.０２右欄のロに掲げる業種

規則別表第二の六の項の １００分の０.４１
右欄のハに掲げる業種
規則別表第二の六の項の

１００分の４.３５右欄のニに掲げる業種
規則別表第二の六の項の １００分の２.６３
右欄のホに掲げる業種
規則別表第二の六の項の

１００分の５.２６
右欄のヘに掲げる業種
規則別表第二の六の項の １００分の２８.２７
右欄のトに掲げる業種
規則別表第二の六の項の

１００分の１０.０６
右欄のチに掲げる業種

（注）表中「比率」は平成18年４月１日より適用されます。


